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厚生労働省に寄せられた「国民の皆様の声」の集計報告について 

 

 

 

 

 

 

別紙 

○厚生労働省に寄せられた「国民の皆様の声」の集計報告（平成 30 年 3 月 23 日） 

 

（本省受付分：平成 30 年 2 月１日から平成 30 年 2 月 28 日受付分） 

（地方受付分：平成 30 年 1 月 26 日から平成 30 年 2 月 25 日受付分） 

 

 

平成 30 年 3 月 23 日 

【照会先】 

大臣官房総務課情報公開文書室 

 室   長 宮下 雅行 

 室長補佐 岩本 貢 （内線 7133） 

（代表電話） 03（5253）1111 

 

 厚生労働省に寄せられる「国民の皆様の声」につきましては、厚生労働行政の政策改善

につながるきっかけとなるものであることから、１か月分の集計結果と現時点での対応等を

取りまとめましたので、お知らせいたします。 

  



（単位：件）

電話 メール等 計

257 5,272 5,529

31 30 61

医政局 100 188 288

健康局 98 192 290

医薬・生活衛生局 77 135 212

労働基準局 229 455 684

職業安定局 66 260 326

雇用環境・均等局 17 179 196

子ども家庭局 27 73 100

社会・援護局 144 132 276

障害保健福祉部 135 122 257

老健局 95 110 205

保険局 91 140 231

年金局 234 108 342

人材開発統括官 10 35 45

政策統括官（総合政策担当） 8 21 29

（統計・情報政策担当） 11 7 18

日本年金機構　 943 771 1,714

2,573 8,230 10,803

　
※ 主な国民の皆様の声は、担当部局別に次ページ以降に添付してあります。

※件数は本省受付分のみの件数になります。（国民の皆様の声コールセンター受付分から集計）

※地方受付分につきましては、内容欄の末尾に〈地方受付分〉と記載しています。

　〈〉の記載のないものは、本省受付分になります。

※地方受付分につきましては、１月２６日～２月２５日までを対象とし、代表的な御意見を

　 記載しています。

　

　

合　　計

平成３０年３月２３日
大臣官房総務課情報公開文書室

厚生労働省に寄せられた国民の皆様の声・集計報告

組　織　名

行政相談室
（各部局に属さないもの）

大臣官房

平成３０年２月１日～２月２８日受付分

別紙
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（主な国民の皆様の声）

分類

1

①

2

①

3

①

4

①

5

①

国民の皆様の声・集計報告票

部局（課室）名 医政局

平成３０年２月１日～２月２８日受付分

照　会　先 医事課総務係（内線2566）

担当係より回答をいたしました。

医行為の該当の有無について

カルテ開示について

担当係より回答をいたしました。

項番 内　　容
対　　応

概　　要

柔整師の施術について 担当係より回答をいたしました。

応召義務について 担当係より回答をいたしました。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

遠隔診療について 担当係より回答をいたしました。
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（主な国民の皆様の声）

分類

1

①

2

①

3

①自身が罹患している疾病が、指定難病に指定さ
れているか知りたい。

担当より、疾病名をお伺いした上で指
定難病に指定されているかを回答し、
当該疾病の概要について記載のある
厚生労働省及び難病情報センターの
ホームページをご案内しました。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

乳がん検診によって判明した高濃度乳
房について、第21～23回のがん検診の
あり方に関する検討会で議論され、検
討中である旨、お伝えしました。

規模の大小に関わらず飲食店は全面禁煙にす
るべきだ。

乳がん検診を受診したことによって判明した高濃
度乳房について、いつから受診者本人に対して
通知を出すのか。

受動喫煙対策については、さまざまな
報道があるが、法案の具体的な内容に
ついて、特例の対象となる小規模飲食
店の基準を含め、現在、政府及び与党
内で調整を続けているところであり、引
き続き調整を進め、今国会に法案を提
出できるよう取り組んでまいりたいとご
説明しました。

項番 内　　容
対　　応

概　　要

国民の皆様の声・集計報告票

部局（課室）名 健康局　

平成３０年２月１日～２月２８日受付分

照　会　先 総務課　和田（内線２３１３）
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（主な国民の皆様の声）

分類

1

①

2

①

3

①

4

①

国民の皆様の声・集計報告票

部局（課室）名 医薬・生活衛生局

平成３０年２月１日～２月２８日受付分

照　会　先 総務課　書記室　管理係　木本（２７０４）

厚生労働省では、専用窓口である「フィ
ブリノゲン製剤等に関する相談窓口」を
設けています。
（電話番号：　0120-509-002）

参考：　厚生労働省ＨＰ
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/fivu/120
104-1.html

観光や就学等で来日される予定の外国の方よ
り、常備薬を持参する場合の手続についてご照
会がありました。

Ｃ型肝炎救済特別措置法に基づく、救済制度の
利用について相談したい。

厚生労働省のホームページをご案内
し、手続について説明いたしました。

参考：　厚生労働省ＨＰ
http://www.mhlw.go.jp/english/policy/
health-
medical/pharmaceuticals/01.html

項番 内　　容
対　　応

概　　要

輸入する製品について、毒劇物該当性の有無を
確認してほしい。

製品に含まれる化学物質及び当該物
質の濃度等を伺い、毒劇物に該当して
いるか確認を行った。また、当該物質
が毒劇物に該当している場合は、毒劇
物の輸入を行う際に必要な手続きにつ
いてもご案内しました。

来日を予定している者から、服用している医薬品
が日本でも販売されているかどうかの確認がし
たい旨の質問がありました。

日本での販売の有無と医師に対する相
談の上での処方を伝えました。なお、類
似薬の紹介もしました。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。
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（主な国民の皆様の声）

分類

1

①

2

①

項番 内　　容
対　　応

概　　要

国民の皆様の声・集計報告票

部局（課室）名 医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全企画課　

平成３０年２月１日～２月２８日受付分

照　会　先
　生活衛生・食品安全企画課
佐々木（内線　２４９３）

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

管轄する自治体をご案内しました。

店の理容行為に不満がある。

水道の検査項目を教えて欲しい。

管轄する自治体に御相談いただくよう
ご案内しました。
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（主な国民の皆様の声）

分類

1

④

国民の皆様の声・集計報告票

部局（課室）名 労働基準局

平成３０年２月１日～２月２８日受付分

照　会　先
総務課　課長補佐　　中村　（内線５５５４）

　　　　　　　　総務第二係長　　田山  （内線５５８２）

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

不適切なデータを元に法案を通すのは怖いこと
だ。国民に安心を与える国家にしてほしい。ま
た、裁量労働制の議論に、厚労省はもっと真摯
に対応すべきだ。

ご意見として傾聴し、お詫びを申し上げ
ました。

項番 内　　容
対　　応

概　　要
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（主な国民の皆様の声）

分類

1

①

2

②

3

②
④

ハローワークを初めて利用し、どうすればよいか
わからないのに、総合受付の担当者につっけん
どんな言い方をされた。初めての人には、丁寧
に教えてほしい。

いただいたご意見を職員で共有すると
ともに、利用者の立場に立った接遇を
行うように徹底しました。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

なるべく公共交通機関の利用をお願い
するとともに、近隣の有料駐車場をご
案内する地図を作成し配布することと
いたしました。

ハローワークで内職は取り扱っていないと聞いた
が、理由を教えてほしい。

ハローワーク利用者用の駐車場が少ないため、
最寄りの有料駐車場の案内図がほしい。

ハローワークは雇用関係の成立をあっ
せんするための事業を行っております
が、内職は雇用関係に基づくものでは
ないことを説明しご理解いただきまし
た。

項番 内　　容
対　　応

概　　要

国民の皆様の声・集計報告票

部局（課室）名 職業安定局

平成３０年２月１日～２月２８日受付分

照　会　先

公共職業安定所運営企画室
　　広報担当官　藤嶋  （内線5682）
　　広報係長　　 髙橋  （内線5739）
中央職業安定監察官室
　　中央職業安定監察官
          寺島 　（内線5655）
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（主な国民の皆様の声）

分類

1

①

2

④

項番 内　　容
対　　応

概　　要

国民の皆様の声・集計報告票
部局（課室）名 雇用環境・均等局

平成３０年2月1日～2月28日受付分

照　会　先 総務課　古屋（内線7817)

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

課内担当者に情報を共有いたしまし
た。

育児休業の対象となる労働者にはパートで働く
者も含まれるか。

「女性の活躍推進企業データベース」の機能向
上について、ご意見いただきました。

パートや派遣など期間を定めて雇用さ
れる労働者の方であっても、①同一の
事業主に引き続き1年以上雇用されて
いること、②子が１歳6か月（2歳までの
育児休業の場合は2歳）に達する日ま
でに労働契約（更新される場合には更
新後の契約）の期間が満了することが
明らかでないこと、という要件を満たせ
ば育児休業を取得できる旨ご説明しま
した。

8



　

（主な国民の皆様の声）

分類

1

④

2

④

項番 内　　容
対　　応

概　　要

国民の皆様の声・集計報告票

部局（課室）名 子ども家庭局

平成３０年２月１日～２月２８日受付分

照　会　先 　書記室　管理係（内線4805)

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

ご意見として承りました。

保育無償化は大事だが、引き続き待機児童対策
にも積極的に取り組んで欲しい。

１歳６ヶ月健診や３歳児健診について、市町村に
よる集団健診ではなく、子どもが通う保育園や幼
稚園で受けられるようにして欲しい。

ご意見として承りました。
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（主な国民の皆様の声）

分類

1

①

2

④

3

①
④

4

①

5

①

生活困窮者自立支援制度の内容を教えてほし
い。

　制度を説明し、室内でご相談内容に
ついて情報共有しました。

社会福祉法に基づく社会福祉主事任用資格の
取得方法について教えてほしい。

社会福祉法に基づく資格取得方法につ
いて詳細を説明し、ご了解いただきまし
た。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

介護福祉士及び社会福祉士の資格取得方法に
ついて、どのような取得方法があるのか教えて
ほしい。

法律に基づく各資格取得ルートについ
て詳細を説明し、ご了解いただきまし
た。

ご意見としてお伺いしました。
　生活保護の基準額は、国民の健康で
文化的な最低限度の生活の需要を満
たすものであって、それを超えてはなら
ないとされております。
　基準額については様々なご意見がご
ざいますが、生活保護制度が今後とも
国民の信頼を得られるよう、適時適切
に必要な見直しを図り、国民の皆様の
ご理解、ご納得の得られる制度となる
よう努めてまいります。

（臨時福祉給付金（経済対策分）について）
　今からでも申請したら支給されるかどうか教え
てほしい。

年金や最低賃金と比べても生活保護費は高す
ぎる。もっと下げるべきではないか。

お住まいの市町村にお問い合わせ頂く
ようご説明しました。

項番 内　　容
対　　応

概　　要

国民の皆様の声・集計報告票

部局（課室）名 社会・援護局（社会）

平成３０年２月１日～２月２８日受付分

照　会　先
書記室管理係

（内線２８０３、２８０４）
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（主な国民の皆様の声）

分類

1

①

2

①

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

退院手続についてご説明するととも
に、主治医ともよくご相談いただくよう、
ご説明しました。

平成３０年度障害福祉サービス等報酬改定にお
ける相談支援専門員１人当たりの標準担当件数
に関する問い合わせがありました。

精神病院に入院されている方から、退院に関す
る問い合わせがありました。

標準担当件数は、相談支援専門員が
１ヶ月に実施したサービス利用支援及
び継続サービス利用支援の合計数の
前６月平均となること等をご説明しまし
た。

項番 内　　容
対　　応

概　　要

国民の皆様の声・集計報告票
部局（課室）名 社会・援護局障害保健福祉部

平成３０年２月１日～２月２８日受付分

照　会　先 庶務班総務係（内線３０１６）
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（主な国民の皆様の声）

分類

1

①

国民の皆様の声・集計報告票

部局（課室）名 老健局

平成30年2月1日～2月28日受付分

照　会　先 総務課企画法令係 (内線3909)

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

年金生活で生活に余裕がない。介護保険を利用
する予定がないので、介護保険料を支払うのを
やめたい。

介護保険制度が、皆様に保険料をご負
担いただいた上で、加齢による介護が
必要な状態になった方に介護サービス
を提供する仕組みである点ご説明した
上で、介護保険料の算定において、所
得段階別の保険料設定の仕組みや、
低所得者の保険料軽減強化等で、低
所得の方に配慮している点をご説明し
ました。

項番 内　　容
対　　応

概　　要
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（主な国民の皆様の声）

分類

1

①

2

①

項番 内　　容
対　　応

概　　要

国民の皆様の声・集計報告票

部局（課室）名 保険局

平成３０年２月１日～２月２８日受付分

照　会　先 総務課　課長補佐　高島（内線3208）

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

健康保険法施行規則に、「事業主は、
保険給付を受けようとする者から証明
書を求められたときは、正当な理由が
なければ拒むことができない」と定めら
れています。したがって事業主は、証明
をしない正当な理由がない限り証明を
しなければならない規則になっていま
す、とお答えしました。

現在、夫婦共働きで別々の健康保険組合に加
入しています。子どもが二人いるので、一人づつ
それぞれの被扶養者にしたいと思っているので
すが可能でしょうか。

傷病手当金の請求をしようと思い、会社に書類
を提出しましたが、いやがらせで事業主が証明
をしてくれません。どうしたらよいでしょうか。

「夫婦共同扶養の場合における被扶養
者の認定について」という通知では「被
扶養者とすべき者の員数にかかわら
ず、年間収入の多い方の被扶養者とす
ることを原則とする」という内容になって
おり、別々に分けて扶養することはでき
ません、とお答えしました。
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（主な国民の皆様の声）

分類

1

①

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検
討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

60歳過ぎて、28万以上は年金が減らされる制度はやめて
ください。それなら、稼ぎ過ぎず、バイトで上手くやろうとい

う同僚がいっぱいいます。

一定以上の賃金がある場合に年金を減額す
る在職老齢年金制度については、
・働いても不利にならないようにすべき
・一定以上の賃金を有する高齢者について
は制度の支え手として給付を制限すべき
という二つの要請のバランスの中で行われて
いるものですが、過去の制度改正を経て、現
在は高齢者の就労をできるだけ阻害しない
よう配慮した仕組みとしています。
この在職老齢年金制度のあり方について
は、高齢者の就労にどの程度影響を与えて
いるかという点に加え、仮に廃止する場合に
は、廃止に伴う給付の増加が若い世代の保
険料負担や給付水準に与える影響にも留意
しつつ、引き続き検討してまいります。

項番 内　　容
対　　応

概　　要

国民の皆様の声・集計報告票

部局（課室）名 年金局

平成３０年２月１日～２月２８日受付分

照　会　先 総務課　課長補佐　鈴野（内線３３１６）
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（主な国民の皆様の声）

分類

1

①

2

①「人材開発支援助成金」の特定訓練コースにお
ける実践型人材養成システム実施計画の認定
について、お問い合わせがありました。

実践型人材養成システム実施計画の
認定についてご説明いたしました。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

項番 内　　容
対　　応

概　　要

専門実践教育訓練制度の指定講座の一覧等に
ついて、お問い合わせがありました。

専門実践教育訓練の指定講座一覧の
更新時期をご案内いたしました。

国民の皆様の声・集計報告票

部局（課室）名 人材開発統括官

平成３０年２月１日～２月２８日受付分

照　会　先
人材開発総務担当参事官室
調整係長　　横田　（内線５７３８）
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（主な国民の皆様の声）

分類

1

①

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

いわゆるベーシックインカムと呼ばれる制度につ
いて、日本でも導入してほしい。（メール）

当該制度の導入については慎重な議
論が必要であり、導入の検討は行って
いない旨回答いたしました。

項番 内　　容
対　　応

概　　要

国民の皆様の声・集計報告票

部局（課室）名 政策統括官（総合政策担当）

平成３０年２月１日～２月２８日受付分

照　会　先 管理係　只熊・佐藤（内線7709）
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（主な国民の皆様の声）

分類

1

①

国民の皆様の声・集計報告票

部局（課室）名 政策統括官（統計・情報政策担当）

平成３０年２月１日～２月２８日受付分

照　会　先 統計・情報総務室総務係　白嵜（７３６５）

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

「賃金構造基本統計調査」について質問です。

現在、次年度清掃契約の予定価格を作成中で
す。
人件費算出にあたり、「賃金構造基本統計調査」
を参考にしていますが、最新版（H29年度版）は
いつごろ公表予定でしょうか。

以下の通り回答いたしました。

平成29年賃金構造基本統計調査の結
果については、現在のところ、公表日
は決定しておりません。
なお昨年（平成28年調査）は２月２２日
（水）に公表をしており、今年（平成29年
調査）も同じぐらいの時期の公表に向
けて、作業を進めているところです。

※なお、本回答は２月１６日（金）時点
のものであり、現在において本調査結
果は２月２８日（水）から公表されてい
る。

項番 内　　容
対　　応

概　　要
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（主な国民の皆様の声）

分類

1

①

2

①

3

①

4

①

5

①

国民の皆様の声・集計報告票

部局（課室）名 行政相談室

平成３０年２月１日～２月２８日受付分

照　会　先 相談係長　　高橋　　（内線7134）

法務省にお問い合わせ頂くよう、御案
内しました。

大学病院の医師の対応に問題があったので、意
見をいいたい。

私は外国人で日本の設備会社で働いている。母
国の知人が来日して働きたいと希望している。在
留手続き等について聞きたい。

大学病院に勤務する医師の対応に関
するご相談や指導は文部科学省にご
相談頂くよう、御案内しました。

項番 内　　容
対　　応

概　　要

保健所の職員の対応について苦情を言いたい。 お住まいの都道府県等にご相談頂くよ
う、御案内しました。

障害者差別解消法の障害者とは、障害者手帳
を発行された人が該当するのか。病院で診断さ
れた人も含まれるのか。

内閣府にお問い合わせ頂くよう、御案
内しました。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

公立学校共済組合の共済年金が下がった。な
ぜ下がるのか聞きたい。

公立学校共済組合にお問い合わせ頂く
よう、御案内しました。
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（主な国民の皆様の声）

分類

1

①
④

2

①
④

3

①
④

4

①
④

国民の皆様の声・集計報告票
部局（課室）名 　日本年金機構

平成３０年２月１日～２月２８日受付分

照　会　先

　相談・サービス推進部
　　お客様対応グループ長　　佐川　明人
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 青木　潤
　　（代表電話） 03-5344-1100  （内線 3173）

現行制度について説明をしたうえで、
貴重なご意見として承り、厚生労働省
へ伝える旨説明しました。

国民年金保険料について、学生時代に未納期
間があるので、任意加入をしたいと申し出たとこ
ろ、厚生年金加入中は任意加入できないと言わ
れた。過去、学生が任意加入だった時代の未納
期間は今からでも納付できるようにしてほしい。

障害厚生年金を受給しているが、1ヶ月あたり10
万円程しか支給がない。10万円では施設にも入
れず、一人暮らしをするにも足りない。金額を見
直してほしい。

現行制度について説明をしたうえで、貴重
なご意見として承り、厚生労働省へ伝える
旨説明しました。

項番 内　　容
対　　応

概　　要

社会保険料の金額を決める際、交通費も考慮さ
れるため、基本給が同じ職員よりも保険料額が
高くなる。不公平なので、改善してほしい。

現行制度について説明をしたうえで、
貴重なご意見として承り、厚生労働省
へ伝える旨説明しました。

海外に居住している。昨年から年金を受給して
いるが今年の誕生日には現況届を提出しなけれ
ばならない。郵便事情が悪いため現況届が届く
のか心配している。現況届はダウンロードできる
のか、とのご質問をいただきました。

日本年金機構のホームページの「海外
に居住する方」をクリックしていただき、
「海外居住者の現況届の提出」に様式
を掲載しており、現況届に添付する書
類もあわせてご参照いただくようにご
案内しています。
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5

①
④

6

③
④

7

②
④

8

④

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

郵送していただいた書類に付箋で分かりやすい
説明書きがあり、心が楽になりました。これから
も、そちらに訪れる方々が安心されると思いま
す。優しいお心遣いをありがとうございました。

常にわかりやすい説明を意識して、今
まで以上にお客様サービス向上に努
めてまいります。

扶養親族等申告書が届いたが、扶養親族等が
いなければ提出しなくていいと思い提出しなかっ
たところ、2月の所得税が増額した。提出しないと
どうなるかをもっと分かりやすく明記してほしい、
とのご意見をいただきました。

扶養親族等申告書の手引きに、「控除
対象となる扶養親族等がいない場合
でも受給者本人にかかる基礎控除が
受けられること」、また、「申告書の提
出がない場合は控除等の適用が受け
られず、所得税等が多く源泉徴収され
ることがあること」を表示しております
が、より分かりやすい文書となるよう、
外部モニターを加えたお客様向け文書
モニター会議等の取組により、引き続
き改善に努めます。

年金事務所を訪問し、年金の相談をした。こちら
の質問に対して、表情、言動、態度が通常では
考えられないくらい悪い対応だった、とのご意見
をいただきました。
（その他173件の職員の接遇に関するご意見が
ありました。）

年金事務所においてお客様対応の事
実確認を行い、必要な指導等を行って
まいります。また、お客様に不快な思
いをさせることのない対応を心がけま
す。

国民年金保険料の催告状が届いたが、数日前
にコンビニエンスストアで納付済みである、との
ご意見をいただきました。

日本年金機構では、お客様が保険料
を納付されたことが確認できるまでに
日数を要しています（金融機関、郵便
局での現金納付は3～4営業日後、コ
ンビニエンスストアでの現金納付は12
～16営業日後）。そのため、催告状を
作成した前後に納付されたお客様宛て
に行き違いで送付されるケースがある
ことをご説明し、ご理解を求めました。
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